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監査法人のガバナンス・コードの適用状況監査法人のガバナンス・コードの適用状況

「監査品質のマネジメントに関する年次報告書」（別紙）
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監査法人が果たすべき役割 原則１ 

指針 適用状況 年次報告書
関連記載　

監査法人は、会計監査を通じて企業の財務情報の信頼性を確保し、資本市場の参加者等の保護を
図り、もって国民経済の健全な発展に寄与する公益的な役割を有している。これを果たすため、監
査法人は、法人の構成員による自由闊達な議論と相互啓発を促し、その能力を十分に発揮させ、会
計監査の品質を組織として持続的に向上させるべきである。

監査法人は、その公益的な役
割を認識し、会計監査の品質
の持続的な向上に向け、法人
社員が業務管理体制の整備に
その責務を果たすとともに、
トップ自ら及び法人の構成員
がそれぞれの役割を主体的に
果たすよう、トップの姿勢を
明らかにすべきである。

1-1 
当監査法人は、基本理念に掲げた地域社会への貢
献・公正な社会の実現などの公益的な役割を果た
すべく、会計監査の品質の持続的な向上に取り組
んでいます。品質管理規程において理事長が品質
管理システムの整備運用に関する最終的な責任を
負う旨、及び品質管理システムの最終的責任者を
はじめ、整備・運用責任者、独立性責任者、モニ
タリング責任者の役割を明確に定めており、 監査
上の重要案件の議論において常に監査品質と職業
倫理を最重視した発言を行い、 議論を促すと同時
に、理事長報告を通じて、法人の監査品質へのコ
ミットメントを繰り返しパートナーに周知し、品
質意識の浸透を図っています。加えて、社員の業
績評価や処遇においても品質への影響を十分考慮
しており、その方針を社員会等で明確に発信して
います。 品質管理本部は、各部室が分掌して品質
管理業務を所管し、本部審査会・監査事業本部の
２部門と連携して業務管理体制の整備と監査品質
の維持向上に努めています。

1-2 
監査法人は、法人の構成員が
共通に保持すべき価値観を示
すとともに、それを実践するた
めの考え方や行動の指針を明
らかにすべきである。

法人の構成員が共通に保持すべき価値観として、基本
理念を制定しています。

Ⅰ-1 
理事長メッ
セージ(p.2)

Ⅱ-2-(1) 
品質管理に
関する基本
方針と体制
(p.11)

Ⅰ-2-(1) 
基本理念及
び行動指針
(p.3)

１．地域に根ざしたさまざまな事業体・組織に、監査業務
　  やアドバイザリーサービスを提供することで、我が国
       の地域社会の持続的な発展に貢献します。
２．会計や監査に関する知識と経験を基礎に、職業的倫
      理観を持って、社会および依頼人の皆さまとのより
      一層の信頼関係の構築につとめます。
３．専門家集団として、公表される財務書類等の信頼性
      を確保することにより、公正な社会の実現に寄与す
      ることを使命とします。
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指針 適用状況 年次報告書
関連記載　　

基本理念は対外的なホームページで公表するとともに、イ
ントラネットを通じて、役職員全員への周知を図っていま
す。また、理事長から直接説明することで、理念の浸透に
努めています。

1-3 
監査法人は、法人の構成員
の士気を高め、職業的懐疑
心や職業的専門家としての
能力を十分に保持・発揮さ
せるよう、適切な動機づけ
を行うべきである。

法人の構成員の士気を高め、職業的懐疑心や専門家とし
ての能力を十分に発揮させるため、適切な動機付けを行
っています。理事長は定期的なメッセージを通じて、監
査の意義や当法人の使命を繰り返し浸透させています。
また、人事評価制度において、品質管理にウェイトを置
いた評価体系を適用し、「人事評価制度運用規程」に基
づき上期・下期・年次の評価を実施し、 評価結果を面談
でフィードバックすることで、個々人の目標設定に役立
てています。職業的懐疑心の発揮については、社員会や
理事長メッセージ、各種研修等を通じて継続的に強調し
ています。
特に監査のリスクが高い分野について専門の研修を重点
的に実施し、職業的懐疑心を育成しています。
また、公表された各種の不祥事事案を踏まえ、我がこと
として周知と監査手続の再検討を実施しています。さら
に、倫理観の醸成や知識・技術の習得を目的とした研修
計画により、構成員の能力向上を図っています。
研修計画には、品質管理や不祥事事案への対応に関する
ディスカッション形式の双方向研修を明記し実施してい
ます。また、多様な経歴を持つ入所者に対応すべく入所
時の経験等に応じた初任者研修により当法人の監査品質
の浸透を図ったうえで、職員の自主的な知識向上を支援
するため「資格取得支援制度運用細則」を制定し、公認
会計士、税理士、システム監査技術者等の資格取得を支
援しています。

Ⅱ-3-(2) 
人材育成と
研修制度
(p.19)

Ⅱ-3-(3)
 人事評価制
度(p.20)

さらに、基本理念を実現するための行動指針を定めています。
　　　　　
  ① プロフェッショナルとして高い業務品質を堅持し、
        責任ある行動をとる 。
  ②  常に職業倫理を保持し、独立性と公正性を確保する 。
  ③  自己研鑽と積極的な議論を通じた知見・経験の共有に
         努め、業務による価値創造を行う 。
  ④  法人内外において、多様性を尊重し、活発な対話に
        より信頼関係を構築する 。
  ⑤  時代の変化を俯瞰し、新しいアイデアやテクノロジー
        を積極的に取り入れる 。

行動指針は役職員が行動を選択する際の指針として、理
事長からの説明、対外ホームページやイントラネットへ
の掲載、周知研修の実施、説明資料の配布等、様々な方
法で法人全体への浸透を図っています。
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指針 適用状況 年次報告書
関連記載　

監査法人は、法人の構成員が会
計監査を巡る課題や知見、経験
を共有し、積極的に議論を行う、
開放的な組織文化・風土を醸成
すべきである。

1-4
構成員が会計監査を巡る課題や知見、経験を共有し、積極的
に議論を行う開放的な組織文化・風土の醸成に努めており、
行動指針において「自己研鑽と積極的な議論を通じて知見・
経験の共有」「活発な対話により信頼関係を構築」を掲げ、
理事長メッセージや研修、ディスカッション、資料配布、事
務所内向けポータルへの掲載等を通じてその周知を図ってい
ます。拡大品質管理担当者会議によって品質管理本部担当者
と監査事業本部品質管理担当者等のコミュニケーションを促
進するとともに、地域別ブロック・業種別グループ内の人材
相互交流、ブロック・グループ内 の会議等を通じて構成員間
のコミュニケーションを活性化し、開放的な組織文化・風土
の実現を目指しています。加えて、法人創設以来、役職名を
使わずお互いを「さん付け」で呼び合う等、風通しの良い職
場づくりにも取り組んでいます。また、職員の親睦会も推奨
し、公認会計士、農協監査士、公認情報システム監査人など
多様性のあるメンバーの交流を促進しています。

1-5
監査法人は、法人の業務にお
ける非監査業務（グループ内
を含む。）の位置づけについ
ての考え方に加えて、利益相
反や独立性の懸念に対し、規
模・特性等を踏まえて具体的
にどのような姿勢で対応を講
じているかを明らかにすべき
である。
また、監査法人の構成員に兼
業・副業を認めている場合に
は、人材の育成・確保に関す
る考え方も含めて、利益相反
や独立性の懸念に対して、ど
のような対応を講じているか
明らかにすべきである。

当監査法人では、監査業務を主軸としつつ、監査業務に関連
する分野に限り非監査業務を実施しております。品質管理規
程において、倫理規則に定める基本原則その他の規則を遵守
するための基本的な方針及び手続を定めており、非監査業務
の受嘱時には、職業倫理、利益相反関係、独立性の検討を行
い、公認会計士法、倫理規則等に基づく二項業務に係る職業
倫理及び独立性に関する事項を確認しています。業務執行の
責任予定者から申請書の提出を受け、先ず品質管理本部が独
立性・利益相反等の職業倫理の視点で検討し、受嘱審査では
本部審査会が監査リスク・人的資源等を総合的に勘案して受
嘱可否を判断します。また、役職員の兼業・副業は原則禁止
としつつ、特に申請があった場合は職業倫理、利益相反、独
立性の観点で慎重に検討の上、社会の動向や個々の役職員の
キャリアを考慮し個別に認定しています。

監査法人がグローバルネットワ
ークに加盟している場合や、他
の法人等との包括的な業務提携
等を通じてグループ経営を行っ
ている場合、監査法人は、グロー
バルネットワークやグループと
の関係性や位置づけについて、
どのような在り方を念頭に監査
法人の運営を行っているのかを
明らかにすべきである。

当監査法人は、現在のところグローバルネットワー
クに加盟しておらず、また他の法人等との包括的な
業務提携等を通じてグループ経営を行っていないた
め、本指針は適用対象外となります。

1-6

Ⅰ-2-(3)③ 
多様な構成員
による品質向
上とコミュニ
ケーションの
重視(p.4)

Ⅱ-3-(2)③ 
法人内連携強
化のためのブ
ロック及び業
種別グループ
研修(p.20)

Ⅱ-2-(3) 
職業倫理及び
独立性(p.12)

Ⅱ-5
財務基盤
(p.24)

Ⅰ-2-(5) 
ネットワーク
ファーム(p.6)
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組織体制原則２ 
監査法人は、会計監査の品質の持続的な向上に向けた法人全体の組織的な運営を実現するために、
実効的に経営（マネジメント）機能を発揮すべきである。

指針 適用状況 年次報告書
関連記載　　

2-１
実効的な経営機関として社員会と理事会を設置し、組織
的な運営体制を構築しています。社員会は経営の最高意
思決定機関として、経営に係る重要事項の審議を行って
います。理事会は社員会で選任された理事長及び理事（
計７名）で構成し、業務執行に関する意思決定機関とし
て毎月１回以上開催することで機動的な経営執行を行っ
ています。さらに、より実効性のある経営機能を発揮す
るため、理事を構成員とする経営協議会を毎月複数回開
催し、法人の経営、監査品質、人事その他の重要案件に
ついて十分な時間を確保して検討・協議を実施し、ブロ
ック長・グループ長も参加して行われる拡大経営協議会
では、ブロック及びグループの運営と監査現場に密着し
た課題について広い視点で議論を行っています。

監査法人は、実効的な経営（マ
ネジメント）機関を設け、組織
的な運営が行われるようにすべ
きである。

2-2
監査法人は、会計監査に対す
る社会の期待に応え、組織的
な運営を確保するため、以下
の事項を含め、重要な業務運
営における経営機関の役割を
明らかにすべきである。

監査品質に対する資本市場から
の信頼に大きな影響を及ぼし得
るような重要な事項について、
監査法人としての適正な判断が
確保されるための組織体制の整
備及び当該体制を活用した主体
的な関与

監査上の重要な判断に対しては、品質管理専門部署への照会や審査
担当者による審査のほか、特に重要と認められる事項については本
部審査会による合議制の審査を併せて行う運用とし、専門性の高い
領域を慎重に検討する体制としています。また、監査責任者と審査
担当者の判断に相違がある場合は本部審査会で解決し、解決しない
限り監査報告書は発行しないルールを運用しています。また、ステ
ークホルダーの関心が高いテーマで、監査上考慮すべき共通的事項
については、品質管理本部・審査会等での検討を経たのち、経営協
議会等で審議・議論し、監査として一律の対応が行える体制を整え
ています。

監査上のリスクを把握し、こ
れに適切に対応するための、
経済環境等のマクロ的な観点
を含む分析や、被監査会社と
の間での率直かつ深度のある
意見交換を行う環境の整備

不祥事事例の分析整理によるノウハウを蓄積し、事例研修等に
よりリスクの周知と監査上の対応を協議する体制を整備してい
ます。また、監査対象業界の経営環境や会計監査に与える影響
について、ステークホルダーと意見交換し監査品質の更なる向
上に努めています。また、当法人が推進するABC（Audit・
Business・Compliance and Communication）監査の一環とし
て、経営者ディスカッションの標準質問書を作成し、幅広いト
ピックについて網羅的で深度ある意見交換を実施しています。
関与先の業界共通の重要な論点については、追加の標準質問書
を公表し、タイムリーな意見交換を実現しています。さらに、
深度ある監査の実現に向けてビッグデータやAIを活用したリス
ク分析手法の研究を進めています。

Ⅱ-1-(1) 
ガバナンス体
制(p.6)

Ⅱ-1-(2)① 
社員会(p.7)

Ⅱ-1-(2)② 
理事会(p.7)

Ⅱ-2-(5)④ 
監査責任者の
役割(p.15)

Ⅱ-2-(5)⑤ 
審査(p.15)

Ⅱ-2-(5)⑥ 
不正及び不祥
事への対応
(p.16)

Ⅱ-3-(2)② 
研修制度及び
研修コンテン
ツ(p.19)



指針 適用状況 年次報告書
関連記載　　

法人の構成員の士気を高め、
職業的専門家としての能力を
保持・発揮させるための人材
育成の環境や人事管理・評価
等に係る体制の整備

構成員の人材育成を所管する人材育成グループが、人材育
成全般を管理しています。法人としてのキャリア設計を踏
まえた年度の研修計画を定め、専門要員にはCPD（継続的
専門能力開発）制度に当法人独自の要請を加味した研修プ
ログラムの受講を義務付けています。また、多様な経歴を
持つ入所者に対応した初任者研修を整備しています。人事
管理・評価については、人事グループが所管し、構成員の
士気向上や職業的専門家としての能力発揮のための体制を
整備し、今後もさらに改善を継続してまいります。

監査に関する業務の効率化及
び企業においてもデジタル化
を含めたテクノロジーが進化
することを踏まえた深度ある
監査を実現するためのIT基盤の
実装化（積極的なテクノロジ
ーの有効活用を含む。）に係
る検討･整備

事業計画の一部として、システム投資計画を策定し、監査の
実効性や効率性を高めるためのシステムの導入を検討してい
ます。更に将来的な実装配備に向けて、新しいテクノロジー
の研究を推進しています。これら監査業務におけるデジタル
戦略と活用方法に関しては２０２５年7月1日に発足した総合
デジタル戦略部（旧DX委員会）が重要な役割を担い、デジタ
ル投資の中核的な作業を推進しています。統合デジタル戦略
部は経営層参画の業務改革推進会議と連携してデジタル技術
による監査の高度化を追求しています。議論には県監査部の
実務メンバーが多く参加し、監査現場でのデジタル活用事例
を共有し全国展開を図ると同時に、新たなデジタル監査手法
の開発に取り組んでいます。さらに、生成AIサービス「ChatAI
」を全職員に導入し、AI操作技術の普及を図るとともに業務活
用を模索中です。 また、「情報セキュリティ基本方針」にお
いて、品質管理システムに関連する情報資産を特定し、明示
しています。システム運用グループでは、専門家を配置し、
システムの安定的な運用や情報セキュリティに関する体制に
対して継続的な監視活動を担っています。

2-3
監査法人は、経営機能を果た
す人員が監査実務に精通して
いるかを勘案するだけではな
く、法人の組織的な運営のた
めの機能が十分に確保される
よう、経営機能を果たす人員
を選任すべきである。

経営機能を果たす人員の選任において、監査実務への精通
だけでなく、法人の組織的な運営のための機能が十分に確
保されるよう留意し、社員の投票による選挙により、理事
長を選任しています。理事については、企画立案能力、リ
スクマネジメント、実行力、影響力、積極的な経営関与の
責任感等を考慮して、理事長が適任者を候補者として選出
し、社員会の決議により選任しています。各理事の業務分
担は理事会で決議されます。また、品質管理本部長、監査
事業本部長、ブロック長・グループ長等といった法人経営
において重要なポジションについて、能力・適性を踏まえ
て理事会で人選し任命しています。なお、２０２５年７月
１日よりコンプライアンス推進・各種法務問題への対応強
化のため法務部を設置し、弁護士と公認会計士の資格を持
つ適任者を部長に任命しています。これらの取り組みによ
り、監査実務に精通した人材を経営機能に配置しつつ、組
織的な運営のための機能も十分に確保できるよう配慮した
体制を構築しています。
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Ⅱ-3-(2) 
人材育成と研
修制度(p.19)

Ⅱ-3-(3) 
人事評価制度
(p.20)

Ⅱ-4-(1) 
デジタル化に
対する方針
(p.22)

Ⅱ-4-(2) 
体制(p.22)

Ⅱ-1-(3) 
理事の職歴
(p.9)

Ⅱ-1-(2)⑤ 
組織体制の
変更(p.9)

　　　　　　



監査法人は、監査法人の経営から独立した立場で経営機能の実効性を監督・評価し、それを通じて、
経営の実効性の発揮を支援する機能を確保すべきである。

指針 適用状況 年次報告書
関連記載　　

経営機能の監督・評価原則３ 

3-1

3-2

監査法人は、経営機関による
経営機能の実効性を監督・評
価し、それを通じて実効性の
発揮を支援する機能を確保す
るため、監督・評価機関を設
け、その役割を明らかにすべ
きである。

当監査法人では、経営機関等による経営機能の実
効性を監督・評価する機関として監事会を設置し
ています。監事会は社員会で選任された３名の監
事で構成され、理事長及び理事の職務執行並びに
当法人の財務に関する事項を監査します。独立の
機関として、当法人の健全で持続的な成長を確保
し、社会的信頼に応える良質な法人統治体制の確
立を目的としています。さらに外部目線により経
営機能を監督・評価するため、経営監視特別委員
会を設置しています。経営監視特別委員会は外部
有識者３名で構成され、独立した第三者の立場か
ら、監査法人の公益性を踏まえ、経営機能の維持
向上を目的として、経営の実効性及び妥当性を審
議・評価・検討し、経営機関等へ助言・提言を行
います。これらの役割は当法人の規程等において
明確に定められており、経営機能の実効性を監督
・評価し、その実効性の発揮を支援する体制を整
備しています。

監査法人は、組織的な運営を
確保し、公益的な役割を果た
す観点から、自らが認識する
課題等に対応するため、独立
性を有する第三者の知見を活
用すべきである。併せて、当
該第三者に期待する役割や独
立性に関する考え方を明らか
にすべきである。

組織的な運営を確保し、公益的な役割を果たすため、
自らが認識する課題等に対応する観点から、外部有識
者３名で構成される「経営監視特別委員会｣を設置し、
行政庁OB、学識経験者、企業CFO等といった各分野の
専門家から、独立した立場で当法人の運営に関する助
言・提言を得ています。
理事長及び理事は、委員との定例会議において経営課
題や組織運営の方針等の重要事項について委員と意見
交換を行い、得られた知見を経営協議会で共有したう
えで意思決定及び組織運営に反映し、その知見を積極
的に活用しています。こうした取り組みにより、外部
の視点を取り入れながら、監査品質の向上と持続的な
発展を図っています。
委員の選任にあたっては、運営細則に基づき、知見と
独立性に配慮しつつ、当法人と利害関係のない適任者
を理事会で選任しています。
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Ⅱ-1-(2)③ 
監事(p.8)

Ⅱ-1-(2)④ 
経営監視特別
委員会(p.8)

Ⅱ-1-(2)④ 
経営監視特別
委員会(p.8)



指針 適用状況 年次報告書
関連記載　　

3-3

3-4

監査法人は、監督・評価機関の
構成員に選任された独立性を有
する第三者について、例えば以
下の業務を行うことが期待され
ることに留意しつつ、その役割
を明らかにすべである。

当監査法人は、経営監視特別委員会の役割を、運営細
則において以下のように定めています。

１．経営機能の実効性向上に資する助言・提言
２．組織的な運営の実効性に関する評価への関与
３．評価及び報酬の決定過程への関与
４．法人の人材育成、人事管理・評価及び報酬に係る
　    方針の策定への関与
５．内部及び外部からの通報に関する方針や手続の
         整備状況や、伝えられた情報の検証及び活用状況
         の評価への関与
６．現場視察・研修講師
７．その他、経営上の重要事項

監査法人は、監督・評価機関
がその機能を実効的に果たす
ことができるよう、監督・評
価機関の構成員に対し、適時
かつ適切に必要な情報が提供
され、業務遂行に当たっての
補佐が行われる環境を整備す
べきである。

監督・評価機関等が実効的に機能を果たすことがで
きるよう、監事及び経営監視特別委員に対する適時
かつ適切な情報提供と、業務遂行上の補佐を行う環
境を整備しています。監事に対しては、理事会・経
営協議会への出席や理事とのコミュニケーションを
通じて、重要な経営情報を把握し、監事としての意
見を述べる機会を確保しています。また、監事監査
の実施に当たっては、適切な監査時間を確保する観
点から、あらかじめ日程を調整し、必要な情報を随
時提供することで、円滑な監査の実施を支援してい
ます。経営監視特別委員会に対しては、監査法人を
取り巻く環境変化や品質管理システム、監査の最新
動向等に関する情報提供を定期的に行うと同時に、
事務局を設置し、委員が各種情報を円滑に入手でき
るよう、理事ヒアリングの日程調整をはじめとする
各種調整等の庶務を行っています。業務ごとのヒア
リングでは担当理事だけではなく、ブロック長、本
部審査会会長、監事等も含む各組織の責任者が網羅
的に現業の課題を説明しています。また、事務局か
ら年間の社員会・理事会を含む主要な日程を委員に
提供することで、委員の円滑な監督・評価活動を支
援しています。
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Ⅱ-1-(2)④ 
経営監視特別
委員会(p.8)

Ⅱ-1-(2)④ 
経営監視特別
委員会(p.8)
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監査法人は、組織的な運営を実効的に行うための業務体制を整備すべきである。また、人材の育成・
確保を強化し、法人内及び被監査会社等との間において会計監査の品質の向上に向けた意見交換
や議論を積極的に行うべきである。

指針 適用状況 年次報告書
関連記載　　

業務運営原則４ 

監査法人は経営機関が監査の現
場からの必要な情報等を適時に
共有するとともに経営機関等の
考え方を監査の現場まで浸透さ
せる体制を整備し、業務運営に
活用すべきである。また、法人
内において会計監査の品質の向
上に向けた意見交換や論議を積
極的に行うべきである。

4-1

4-3

監査現場から経営への情報共有については、専門的見解
の問合せ制度や監査ホットラインの運用、不祥事発生時
の報告体制、本部審査を通じた情報収集、ブロック・グ
ループ内の会議における各種会議、業務チームからの所
定の重要事項報告等により、重要情報が経営協議会に適
時にもたらされる仕組みを整備しています。一方、経営
及び監査品質に係る考え方や方針の現場への浸透は、監
査の品質管理規程をはじめとする各種規程・ガイドライ
ンの周知、監査技術部による監査調書様式等の随時改訂
と公表、ブロック・グループ内の会議等を通じて図られ
ています。品質向上に向けた議論については、品質管理
本部の部長室長会議やブロック品管担当者も参加する拡
大品質管理担当者会議で広く双方向性を重視した意見交
換を行うとともに、ブロック・グループ研修でのグルー
プディスカッションや業務チームごとのディスカッショ
ンにおいても、会計論点や監査手続について積極的に議
論しています。

4-2
監査法人は、法人の構成員の士
気を高め、職業的専門家として
の能力を保持・発揮させるため
に、法人における人材育成、人事
管理・評価及び報酬に係る方針
を策定し、運用すべきである。そ
の際には、法人の構成員が職業
的懐疑心を適正に発揮したかが
十分に評価されるべきである。

研修規程に定められた倫理観の醸成、知識・技術・能力
の習得、判断力・創造力・実行力の養成、自己啓発の促
進等の基本方針に基づき、経営目標と事業計画を踏まえ
た年度の研修計画を策定し、理事会承認を得ています。
専門要員にはCPDと当法人独自の要請を加味した研修受
講を義務付け、入所者にはその特徴も踏まえた初任者研
修を計画しています。研修受講状況は適宜モニタリング
し、未受講者には受講を促し徹底しています。
また、人事評価においては評価項目・ウェイトを定め、
品質管理に重点を置いた評価体系を全職階に適用し、職
業的懐疑心の発揮を含めた品質管理をベースとする評価
を行っています。評価結果は面談でフィードバックし、
次年度の行動指針を伝えることで、構成員の士気向上と
能力発揮を支援しています。

監査法人は、併せて以下の点に
留意すべきである。

Ⅱ-2-(6) 
情報と伝達
(p.16)

Ⅱ-3-(2) 
人材育成と研
修制度(p.19)

Ⅱ-3-(3) 
人事評価制
度(p.20)
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指針 適用状況 年次報告書
関連記載　　

法人のそれぞれの部署におい
て、職業的懐疑心を適切に発
揮できるよう、幅広い知見や
経験につき、バランスのとれ
た法人の構成員の配置が行わ
れること

業務執行社員のアサインに関する事項は理事会決議事項と
して定められています。 監査責任者の選任において、監査
経験や専門性等のバランスを考慮した人員配置を行ってい
ます。県域パートナーは、経営協議会で適性・能力を検討
したうえで理事会が選任し、監査責任者は県域パートナー
間の協議を経て理事会が決定しています。その際、関与先
の監査リスクに応じて、バランスの取れた配置に留意して
います。 特に重要な関与先は、経営協議会で個別に適任者
を検討しています。各監査部は、年間の補助者アサイン計
画を作成し、リソース不足がある場合は、ブロック・グル
ープのアサイン会議において、ブロック・グループ内での
人員配置の調整を適時に実施しています。また、職員の監
査経験や専門性等を考慮し、監査先のリスクと専門性に応
じて主査等を選任し、配置しています。

法人の構成員に対し、例えば、
非監査業務の経験や事業会社等
への出向など含め、会計監査に
関連する幅広い知見や経験を獲
得する機会が与えられること

幅広い知見・経験の獲得機会として、業界研修やデジタル
技術研修、不祥事事例研修等を充実させているほか、担当
県域を越えた職員交流やCPA・農協監査士等の専門家交流、
を展開させています。また、品質管理本部には、会計監査
の知見・経験を評価して適任者を配属しています。

法人の構成員の会計監査に関
連する幅広い知見や経験を、
適正に評価し、計画的に活用
すること

人事評価項目の中で会計監査に関する知見・経験を適正に
評価しています。この評価を考慮し、主査及び監査チーム
のアサインを行うことで、バランスの取れた人員配置に活
用しています。監査責任者は監査チームへの資源配分の十
分性・適切性を判断し、不十分な場合にはブロック長・グ
ループ長等に伝達・協議する体制を整備しています。

法人の構成員が業務と並行し
て十分に能力開発に取り組む
ことができる環境を整備する
こと

年間の研修スケジュールを周知し、研修時間の確保を図る
とともに、OJTの実施、資格取得支援制度やデジタル研修
の充実により、構成員が能力開発に取り組める環境を整備
しています。CPDと当法人独自の要請を加味した研修受講
を専門要員に義務付けています。

監査法人は、被監査会社のCEO
・CFO等の経営陣幹部及び監査
役等との間で監査上のリスク
等について率直かつ深度ある
意見交換を尽くすとともに、
監査の現場における被監査会
社との間での十分な意見交換
や論議に留意すべきである。

4-4
被監査会社のCEO・CFO等の経営者及び監査役等との間で監
査上のリスク等について率直かつ深度ある意見交換を尽くす
とともに、監査の現場における被監査会社との間での十分な
意見交換や議論に留意しています。経営陣との意見交換を充
実させるため、外部講師研修による関与先業界動向を踏まえ
た研修を展開し、議論のベースを形成しています。また、標
準の経営者ディスカッション質問書・監査役等コミュニケー
ション質問書でリスク項目を積極的に提示するほか、ABC監
査を実践し経営者・監査役等と意見交換を行っています。特
に、マネーロンダリング対応、貸金庫問題、公表された重大
不祥事など、その時々の重要課題については、個別論点とし
て適時に取り上げ、経営者・監査役等とより深度ある率直な
意見交換を実施しています。さらに、往査期間ごとに経営者
・監査役等を含めた講評・意見交換会を推奨し、継続的なコ
ミュニケーションを図っています。監査の現場においては、
管理者との内部統制に関するより深い意見交換の実施を奨励
しており、被監査会社との十分な意見交換や議論を促進して
います。

Ⅱ-2-(5)③ 
業務チームの
編成(p.14)

Ⅱ-3-(2)② 
研修制度及び研
修コンテンツ
(p.19)

Ⅱ-3-(2)③ 
地域連携強化の
ためのブロック
研修(p.20)

Ⅱ-3-(3) 
人事評価制度
(p.20)

Ⅱ-2-(5)③ 
業務チームの編
成(p.14)

Ⅱ-3-(2)① 
研修計画と実施
体制(p.19)

Ⅱ-3-(2)② 
研修制度及び研
修コンテンツ
(p.19)

Ⅱ-2-(6) 
情報と伝達
・当法人内外の
情報連携(p.16)
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指針 適用状況 年次報告書
関連記載　　

4-5
監査法人は、内部及び外部からの
通報に関する方針や手続を整備す
るとともにこれを公表し、伝えら
れた情報を適切に活用すべきであ
る。その際、通報者が、不利益を
被る危険を懸念することがないよ
うに留意すべきである。

内部及び外部からの通報に関する方針や手続を整備
し、「監査ホットライン」を開設しています。通報
窓口の存在と通報方法については、法人のホームペ
ージに掲載し、広く周知を図っています。また、法
人内部の窓口に加えて、社外弁護士による外部通報
窓口も設置し、通報者が利用しやすい環境を整備し
ています。通報があった際には、「監査ホットライ
ン対応チーム」が内容を確認し、リスク情報として
直ちに品質管理担当理事又は監事に報告します。
2025年7月1日より法務部を設置し、通報対応等に適
宜関与するものとし、より迅速・適切な事案対応の
ための体制強化を実施しています。これにより、通
報内容を経営レベルで把握し、事務所としての迅速
な対応を図っています。同時に、対応チームから監
査チームに対して、通報内容を踏まえた具体的な対
応の指示を行い、監査業務にも適切に反映させてい
ます。通報内容及び対応結果は文書化し、必要に応
じて理事会に報告しています。通報内容の取扱いに
おいては、通報者が不利益を被ることがないよう細
心の注意を払っています。必要に応じて顧問弁護士
の助言を受けながら、通報者の秘密を厳守し、公益
通報者の保護に努めています。

Ⅱ-2-(6) 
情報と伝達
・監査ホット
ライン制度
(p.17)

Ⅱ-1-(2)⑤
 組織体制の
変更(p.9)

透明性の確保原則５ 
監査法人は、本原則の適用状況などについて、資本市場の参加者等が適切に評価できるよう、十分な
透明性を確保すべきである。また、組織的な運営の改善に向け、法人の取組みに対する内外の評価を
活用すべきである。

監査法人は、被監査会社、株
主、その他の資本市場の参加
者等が評価できるよう、本原
則の適用の状況や、会計監査
の品質の向上に向けた取組み
について、一般に閲覧可能な
文書等で、わかりやすく説明
すべきである。

5-1
本原則の適用の状況や、会計監査の品質向上に向け
た取り組みは、「監査品質のマネジメントに関する
年次報告書」の「監査法人のガバナンス・コード適
用の状況」として公表しています。

年次報告書
全体

指針 適用状況 年次報告書
関連記載　　



指針 適用状況 年次報告書
関連記載　　

5-3

5-4

グローバルネットワークに加盟
している監査法人や、他の法人
等との包括的な業務提携等を
通じてグループ経営を行ってい
る監査法人は、以下の項目につ
いて説明すべきである。

（細目省略）

当監査法人はグローバルネットワークに加盟してお
らず、他の法人等との包括的な業務提携等も行って
いないため、該当事項はありません。

監査法人は、会計監査の品質の
向上に向けた取組みなどについ
て、被監査会社、株主、その他の
資本市場の参加者等との積極的
な意見交換に努めるべきである。
その際、監督・評価機関の構成員
又は独立性を有する第三者の知
見を活用すべきである。
　

当監査法人は、協同組織金融機関の監査を主たる業
務としているため、株主やその他の資本市場の参加
者との意見交換の機会は多くありません。しかし、関
与先の主たるステークホルダーとは、関与先を取り
巻く経営環境や会計上の共通的な課題などにつき積
極的な意見交換を行っており、また、関与先の経営者
及び監事・監査役に対しては、会計上・監査上の重要
論点の説明と併せて、当監査法人の品質管理体制及
び監査品質向上の取り組みを定期的に説明していま
す。これらの活動にあたっては、担当理事ヒアリング
の際に経営監視特別委員会から得た知見の活用に
努めています。
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5-2
監査法人は、品質管理、ガバナ
ンス、IT・デジタル、人材、財務、
国際対応の観点から、規模・特
性等を踏まえ、以下の項目につ
いて説明すべきである。

これらの項目については、２０２６年４月に「監査
品質のマネジメントに関する年次報告書」を公表し、
監査品質の持続的な向上に向けたトップの姿勢と
基本理念・行動指針、法人の経営基盤と品質管理体
制等について説明を行っています。

（細目省略）

Ⅰ-2-(5) 
ネットワーク
ファーム(p.6)

Ⅱ-2-(6) 
情報と伝達
・当法人内外の
情報連携(p.16)

年次報告書
全体



指針 適用状況 年次報告書
関連記載　　

5-5

5-6

監査法人は、本原則の適用の
状況や監査品質の向上に向け
た取組みの実効性を定期的に
評価すべきである。

監査モニタリング部による品質管理システムの検
証・改善活動の結果を受け、経営協議会で定期的
にガバナンス・コードの適用状況と監査品質向上
のための組織的な取組みを評価します。2024年度
はガバナンス・コードと品質管理基準委員会報告
書第1号を有機的に関連付けたモニタリングを実
施し、品質管理システムが合理的保証を提供して
いることを確認しました。識別した改善課題は次
年度のリスク認識に反映し、継続的改善を図って
います。2025年度からは法務部が評価体制に参画
し、ガバナンス機能を強化しています。

監査法人は、資本市場の参加
者等との意見交換から得た
有益な情報や、本原則の適用
の状況などの評価の結果を、
組織的な運営の改善に向け
活用すべきである。

関与先ステークホルダーとの意見交換の内容や品
質管理システムの評価結果及びガバナンス・コー
ド適用状況の評価結果は、理事長・経営協議会に
報告され、経営協議会で組織的運営の観点から改
善策を検討することとしています。
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Ⅱ-2-(8) 
 品質管理シス
テムのモニタ
リング(p.17)

Ⅱ-2-(8) 
品質管理シス
テムのモニタ
リング(p.17)
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